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平
成
21
年
10
月
よ
り
、
市
県
民
税

の
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度

（
天
引
き
）
が
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
公
的
年
金
受
給
者
の
納

税
の
便
宜
を
図
る
と
と
も
に
、
市
町

村
に
お
け
る
徴
収
の
効
率
化
を
図
る

観
点
か
ら
導
入
さ
れ
る
も
の
で
す
。

■
対
象
者
／
当
該
年
４
月
１
日
（
基

準
日
）
に
お
い
て
、
年
齢
65
歳
以
上

の
方
で
、
老
齢
基
礎
年
金
等
の
受
給

者
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

次
の
場
合
な
ど
は
特
別
徴
収
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

・
老
齢
基
礎
年
金
等
の
金
額
が
年
額

18
万
円
未
満
で
あ
る
場
合

・
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老

齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
を
超
え
る
場

合■
徴
収
す
る
税
額
／
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
に
対
す
る
所
得
割
額
お
よ

び
均
等
割
額

※
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得（
給
与
・

農
業
所
得
な
ど
）
に
係
る
所
得
額
は

別
途
徴
収
さ
れ
ま
す
。

■
特
別
徴
収
の
対
象
年
金
／
老
齢
基

礎
年
金
な
ど

■
問
合
先
／
税
務
課
市
民
税
第
一
係

（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１

１
、
内
線
１
１
２
１
・
１
１
２
２
）

《
個
人
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り
ま
す
》

【特別徴収の対象税額と徴収方法】

※年度の前半は、6月・8月に普通徴収（納付書や口
座振替などの方法）でお支払いいただきます。後半は、
10 月・12 月・2月の年金から特別徴収（天引き）さ
れます。

21 年度
普通徴収（前半） 特別徴収（後半）

６月 ８月 10月 12 月 ２月

税額
年税額
の 1/4

年税額
の 1/4

年税額
の 1/6

年税額
の 1/6

年税額
の 1/6

■年金特別徴収１年目■年金特別徴収 2年目

22年度
以降

特別徴収

仮徴収（前半） 本徴収（後半）

４月 ６月 ８月 10月 12 月 ２月

税額
前年度後半に徴収した
額の 1/3 ずつ（前年度
後半と同額）

年税額から年度前半に
税額支払った額を差し
引いた残額の 1/3 ずつ

※年度の前半は、4月・6月・8月に前年度の 2月に特別徴収
された金額と同額を仮徴収させていただきます。後半は、10月・
12月・2月に仮徴収分を差引いた額の 3分の 1に相当する金額
を本徴収として、それぞれ特別徴収させていただきます。

　

市
職
員
納
税
一
斉
推
進
の
結
果

　

納
税
の
公
平
性
と
市
財
源
の
確
保

を
目
的
に
、
11
月
15
日
か
ら
30
日
ま

で
市
職
員
３
４
６
名
に
よ
り
納
税
一

斉
推
進
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
職
員
納
税
一
斉
推
進
は
昨
年
に

続
き
２
回
目
で
す
が
、
多
く
の
市
民

の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
12
月
22
日
現

在:

市
税
等
１
１,
８
１
０,
８
５
０
、

国
保
税
８,
０
８
２,
７
０
０
、
介
護

保
険
料
３
３
５,
４
０
０
（
円
））

　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
相
談
も

　

収
税
課
で

　

昨
年
12
月
か
ら
、納
税
額
全
体（
市

税
・
国
保
税
）
を
包
含
し
た
中
で
、

納
税
者
と
と
も
に
完
納
に
向
け
た
計

画
を
策
定
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
国

保
税
担
当
者
が
収
税
課
へ
出
向
。
６

班
構
成
の
滞
納
整
理
地
区
別
進
行
管

理
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
手
法
の
充

実
し
た
滞
納
整
理
の
執
行
を
図
っ
て

お
り
ま
す
。

　

こ
の
取
組
み
に
よ
り
、
現
在
交
付

中
の
短
期
被
保
険
証
に
つ
い
て
も
、

規
定
の
納
税
相
談
に
よ
り
、
履
行
が

確
認
さ
れ
れ
ば
最
低
３
か
月
の
有
効

期
間
（
昨
年
度
か
ら
６
か
月
有
効
期

間
）
の
短
期
被
保
険
証
に
更
新
さ
れ

て
行
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
納
税

収
税
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

の
履
行
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

所
得
税
申
告
還
付
金
は

　

市
税
未
納
分
へ
充
当
願
い
ま
す
。

　

今
年
も
確
定
申
告
時
期
が
近
づ
き

ま
し
た
。
桜
川
市
に
お
い
て
も
、
２

月
16
日
（
月
）
か
ら
申
告
事
務
受
付

を
岩
瀬
・
大
和
・
真
壁
の
３
会
場
で

行
い
ま
す
が
、
茨
城
県
下
全
市
町
村

と
各
税
務
署
と
の
連
携
に
よ
り
、
市

税
に
未
納
額
が
あ
る
場
合
、
所
得
税

申
告
還
付
金
を
市
税
未
納
額
に
充
当

（
差
押
）
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

市
税
な
ど
の
納
税
は
、
安
心
・

　

便
利
な
口
座
振
替
を
！

　

市
で
は
、
昨
年
度
か
ら„

う
っ
か

り
を
し
っ
か
り
ふ
せ
ぐ
市
税
の
口
座

振
替
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
口
座

振
替
の
推
進
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

平
成
20
年
４
月
に
は
前
年
よ
り
約

２
５
０
件
増
加
し
、
全
体
の
55
％
が

口
座
振
替
者
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

４
月
号
に
は
平
成
21
年
度
市
税
各

納
期
限
の
お
知
ら
せ
を
配
布
し
ま
す

が
、
各
納
期
限
が
口
座
振
替
日
と
な

り
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
だ
口
座
振
替
を
実
施
し
て
い
な

い
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。（
問
合
先:

収
税
課
）


